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令和元年度第２２回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和２年２月１９日 

                    担当部・課：生活環境部環境課〔内線３３６８〕 

① 件  名 

石巻市環境保全率先行動計画（第５期）の策定について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条の規定により、全ての市町村は、事務及び事業に関

し、温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画の策定

が義務付けられている。 

  本市においては、平成１０年１０月に第１期「石巻市環境保全率先行動計画」を策定し、その後、

震災の影響により取組が中断した期間もあったが、随時見直しを行いながら、計画による取組を実

施してきた。 

  現行の第４期計画における計画期間が満了したことから、次期計画を策定する必要がある。 

 

【目的】 

  本計画は市の事務事業における環境負荷の低減を目指した取組を推進するために策定するもの

で、法の規定に即し、温室効果ガスの排出抑制を図り、併せて、市が率先して環境に配慮した行動

を行うことで、市民・事業者に対して環境保全への取組を誘導・喚起し、環境負荷の低減を図るこ

とを目的とする。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

・地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号） 

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号） 

・石巻市環境基本条例（平成１７年石巻市条例第１６６号） 

・石巻市環境保全会議設置要綱（平成１７年石巻市告示第９４号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

石巻市環境基本計画  

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成１０年１０月  石巻市環境保全率先行動計画（第１期）策定 

 平成１２年 ４月  石巻市環境保全率先行動計画（第２期）策定 

平成２０年 ４月  石巻市環境保全率先行動計画（第３期）策定 

平成２８年 ３月  石巻市環境保全率先行動計画（第４期）策定 

令和 元年１１月  「石巻市環境保全会議」において計画（案）の承認 

⑤ 主な内容 

「石巻市環境保全率先行動計画」について、国の地球温暖化対策計画（平成２８年５月１３日閣議

決定）に準拠し、計画期間及び温室効果ガス削減の目標値を以下の通り見直す。また取組項目につい

ても、一部見直しを行う。なお、計画の目的や対象とする範囲、推進体制等については、現計画のも

のを第５期計画においても継承する。 

 

１ 計画期間 

令和２年度から令和１２年度までの１１年間を計画期間とし、中間年である令和７年度を目途に

計画の見直しを行う。 

 

２ 温室効果ガスの削減目標 

   計画の基準年度を平成２６年度とし、目標値を「令和１２年度までに平成２６年度比－２６％」

とする。  
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（参考）現行の第４期計画における目標の達成状況 

 温室効果ガス削減目標：平成３０年度末までに平成２６年度比－３％ 

 平成３０年度実績：平成２６年度比＋２．７％（未達成） 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

（1）自らの事務事業に伴う環境への負荷を抑制し、地域の環境保全が図られる。 

（2）温室効果ガスの排出を抑制し、地球温暖化対策の推進が図られる。 

（3）市自らが模範的な取組を率先して実施することにより、市民・事業者に対する環境保全意識の

啓発が図られる。 

（4）省エネルギーの推進による光熱費の削減が期待される。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

他自治体においても、同様に計画を策定しており、平成３０年１０月１日現在、県内では３６団体

中、２９団体が策定済み。 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 令和２年４月 市ホームページ等にて周知 

計画の施行 

⑨ その他 

 

 


